
　令和5年度の接種は、1・2回目接種を終了した5歳以上の全ての方を対象に秋冬（9月から12月）に
実施します。また、重症化リスクの高い方は、春夏（5月から8月）に前倒して1回追加接種を行います。
※新型コロナワクチン接種は、令和5年度も自己負担はありません。

※�現在実施している令和4年秋開始接種（12歳以上向けのオミクロン株対応ワクチン接種）は5月7日
で終了します。令和5年春開始接種の対象者でない方は、5月8日から令和5年秋開始接種までの間は
接種できません。接種を希望する場合はお早めにご予約ください（４月は接種可能な医療機関が8医
療機関に減少します）。

令和5年春開始接種（重症化リスクの高い方の接種）について
　長生郡市内の接種開始日は調整中です。決まり次第お知らせします。
　※お手元に未使用の接種券がある場合は、それを使用して接種できますので破棄しないでください。

接種対象者
（1・2回目接種を終了し、下記に該当する方） 接種券の発行方法

65歳以上の高齢者 オミクロン株対応ワクチン接種済みの方は市か
ら順次発送

5歳～ 64歳で基礎疾患を有する方
重症化リスクが高いと医師が認める方 要申請（4回目接種の際に申請した方は除く）

医療機関や高齢者施設、障害者施設等の従事者 要申請（所属機関でまとめて申請も可能）

5歳～ 11歳のお子さんの3回目以降の接種について
　4月から、5歳～11歳の3回目以降の接種はオミクロン株対応ワクチンを使用します。このワクチンは、
１・２回目接種が終了しないと接種できません。

1・2回目（乳幼児は3回目まで）接種が未接種の方へ
　令和5年度は、引き続き、生後6カ月以上の全ての未接種者を対象に従来型ワクチンによる接種を実
施します。
◆接種可能医療機関　12歳以上：公立長生病院　　5～ 11歳：山之内病院

◀予約受付サイト【予約・問合せ】　受付時間　8時30分～ 17時（土日・休日も受付） 
長生郡市予防接種予約受付センター　　　　☎050（3815）4790

令和5年度　新型コロナワクチン接種についてのお知らせ
※令和5年3月17日現在の情報のため、変更となる場合があります。

令和4年度 令和5年度

12歳以上

5歳～11歳

6カ月～4歳

1・2回目接種

令和4年
秋開始接種

令和5年春開始接種 令和5年秋開始接種

3回目接種

1～3回目接種

1・2回目接種を終了した
5歳以上の全ての方

1・2回目接種を終了した以下の方が
対象
・65歳以上の高齢者
・基礎疾患を有する方（12～64歳）
・医療従事者等　

オミクロン株対応ワクチン

上記以外の方

オミクロン株対応ワクチン

5月8日～8月 9月以降

従来型ワクチン

使用するワクチンは
引き続き検討

従来型ワクチン

オミクロン株対応ワクチン

オミクロン株対応ワクチン

基礎疾患を有する方（5～11歳）は
さらに1回追加接種が可能

令和5年度における新型コロナワクチンの接種イメージ

追加接種
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